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「ルールとは」

秋田県ミニテニス協会

副会長 高橋正志

!この度、副会長を拝命し、審判純に就任いたしました糊。借越ながら糊部から一言述べさせていただきます。

!ルールと舶常的に使用され、練を引くという意味があり、物事を行う上で守るように定められた約束事と言われ・

i

目標にた勤書くためのレールのようなものでありますが、正式な文書iこおいてはルールではなく類語を使用したり

した方がよい場面があります。そこで、類語を紹介すると「規則」 「きまり」 「規定」 「規程」 「規偉」があります。その

「規則」は目的の為の行為や事務手続きなどに関して定められた事と言われています。ルール=規則と考えます。

!ルールと同時Iこよく用いられる言葉iこ「マナー」「茸lレ」「エチケット」があり、 「マナー」とiよ、礼儀作法・礼儀・態度

!のことを指しますo社会の中で・自他ともiこ心地よく過ごせるように配慮した行為のことを言います。

i

ミニテニスIこおいて大事なことは、大会において相互審判を原則としていますので、審判技術を見Iこ着けていること

は、試合に出場する暁の大前提となりますが、きちんと審判ができない選手が-訓こ見受けられます。自分が拭合を

している当事者で合って、公正にジャッジをしてもらえないとすれば迷感であり、不愉快な気持ちを残したまま掛合終

!了となりますので、日頃から正しい知職を身に着けていただきたいと思います。しか鵬がら、日本ミニテニス協会の

!規則iこおいて卿こなる箇所がありましたら・県協会もしくは私iこ連絡お願い致します。

i

ミニテニスIま発展途上のスポーツであり毒すので、ルールの改訂は多くなりますが(令和元年10月改訂) ・昔のルー

ルのまま踏台に霞んでいる方が見受けられます。統一された解釈の文章がない事も-つの原因かと思われますので、

競技規則に沿った秋田県のアニュアル作成を考えています。作成にあたりまして皆さんのご意見を宜しくお願いします。

噺年度に向けて

秋田県ミニテニス協会

理事長佐々木政人

i

弥生三月・本来であれば新年度に向けて・気持ち新たに進もうとしている時期ですが・新型コロナウイルスの影

書で白鳥ムードが漂い、今ひとつ気分が晴れない今日この頃です。

M丁大好きな皆様も練習場所が確保できず、ストレスがたまっているかもしれませんが、もう少しの我慢でしょうか。

!さて、秋田県協会も設立から12年目Iこ入りました。会員の数iまここ数年950名前後で椎移しておりますが、言わ

i
ずと知れた高年齢化が顕著Iこなっております。それに対しての対応として大会事業においては年齢区分等の見直

しを提案させていただきました。また、各地域での普及活動を図るとともに、審判技術とマナーの向上を目標にして

まいりたいと考えております。

!コロナウイルスの終息を願い、 202〇年も生涯スポーツミニテニスを目一杯楽しみましょう。協力運営に皆様から

i のご支援、ご協力をお願い致します。


